
鈴鹿市子ども議会実施要項 
１ 趣旨 
 新庁舎完成を契機に，子ども議会を開催し，子ども議員が活動を通して，行政や市議会の仕組みを

学び，身近な問題から自分たちが暮らす地域や将来の街づくり等について，子どもの自由な発想や視

点からとらえた意見や提案を発表したり，質問したりして，共に考え・学び合うとともに，夢や希望

の交流から，本市の在り方や自らの生き方などを発信する。 
 
２ 対象 

(1) 子ども議員 40 名 
議長  (中学生１名) 
副議長  (中学生１名)   ・・・・・ ３３名 
議員  (小中学生３１名) 
編集委員 (中学生４名，小学生３名)  ・・・・・ ７名 

(2) 当局側参加者 
    市長，助役，収入役，教育長，関係各部長 
 
３ 開催日 
 平成１８年８月８日(火) １４：００～１６：３０ 

 
４ 事業の概要 
 (1) 開会まで 

 小学校６年生～中学校３年生を対象に，市内の小中学校を通して公募し，学校長の推薦により子
ども議員を選出する。 
推薦者には，次のテーマについて作文の提出を求める。＜400字詰め２枚程度＞ 
①「鈴鹿市のために，今，私にできること」 

    内容の参考として 
・ 将来の鈴鹿市について（街づくり，開発と緑化計画） 
・ 環境問題について（川，温暖化，ゴミ，資源，排ガス，排水） 
・ 公園，施設のバリアフリー等，身近なこと 
・ 学校生活について 
・ 安全安心について（不審者対策，防犯灯） など 

② 提出された作文を参考に，テーマ別にグループを作り，議会での提案や質問等を事前協議会
で検討する。＜事前協議は，６・７月に２回程度＞ 

(2) 議会本会議の日程 
① 開会宣言 14:00～ (子ども議長) 
② 開会挨拶 14:05～ (子ども議長) 
③ 開会挨拶 14:10～ (市長) 
④ 議会  14:20～ (グループ提案)質問・討議等 
⑤ 閉会挨拶 16:15～ (市長) 
⑥ 閉会挨拶 16:20～ (子ども副議長) 
⑦ 閉会宣言 16:25～ (子ども議長) 

 
５ 事業の手続き 

(1) 希望する児童生徒は，申込書と作文を教育委員会事務局指導課へ提出する。 
小学校にあっては，６年生とする。中学校にあっては，１～３年生とする。 

 決定後，議長，副議長，議員，編集委員などの役割分担をする。 
なお，編集委員については，子ども議会ＰＲ，事前協議の様子，当日の様子，提案・討議などを

まとめ，市内に発信する役割を担う。 
(2) 教育委員会事務局指導課は提出された申込書及び作文をもとに議員等 40 名の役割やグループ分

け等を決定し，各学校長に通知する。 
 
６ その他 

・ 子ども議会サポータ実行委員会(教員等)を設置し，各グループの指導助言等を行う。 
・ 議会当日及び事前事後の活動の様子が放映されたり，報道関係者の取材が入ったり，ホーム

ページで紹介したりすることがある。 


